
ふ
る
に
當
っ
て
重
ね
て
近
重
博
士
に
謝
意
を
表
し
元
い
。

註（
1
）
　
此
の
慧
跡
に
就
い
て
感
中
山
博
士
の
詳
細
な
ろ
調
査
か
「
明
治
三

＋
二
年
に
於
け
ろ
笈
玖
拘
本
鋪
嵩
物
の
班
土
歌
鮨
ど
ミ
題
し
て
考
古
學

雑
誌
第
＋
二
巻
第
＋
號
に
載
っ
て
み
る
か
ら
勢
照
せ
ら
れ
難
い
。

（
2
）
　
遺
り
里
離
殺
所
藏
の
鍋
創
に
高
飛
躍
の
鋼
鉾
鍋
劔
考
〔
二
」
（
考
古

　
學
難
餌
禰
気
山
ハ
総
U
第
十
二
號
）
の
口
偽
紹
に
鴨
山
脚
っ
て
ハ
障
ろ
。
な
ほ
覚
ハ
の
略
圖

　
P
μ
本
丈
中
衆
｝
屋
固
の
形
式
隅
画
中
に
も
加
へ
て
渋
い
実
Q

（
3
）
欝
馬
白
岱
の
銅
劔
は
後
藤
守
一
君
の
「
封
馬
瞥
見
錐
」
〔
二
〕
（
同
誌

　
第
十
三
巻
第
三
號
）
た
見
よ
。
糞
大
同
江
面
獲
見
品
に
近
く
公
刊
の
朝

　
鮮
纏
督
府
大
正
十
一
年
度
「
古
蹟
調
査
報
告
」
第
二
溝
に
詳
記
し
て
あ

　
ろ
。

（
4
）
　
薩
橋
西
銅
鉾
．
銅
劔
考
〔
二
W
（
前
上
）
の
挿
総
第
二
十
野
臥
照
。
此
の

　
銅
劔
今
ま
独
｝
獅
綴
倫
侯
の
有
に
麟
し
糞
亡
云
ふ
。

（
5
）
　
中
山
屠
學
榑
士
「
銅
鉾
銅
劒
獲
見
地
の
逡
物
追
加
」
〔
上
〕
（
考
古
學

　
雑
誌
第
八
巻
第
十
號
、
滲
照
り

（
6
）
濱
田
丈
學
博
士
＝
二
の
銅
鐸
及
銅
鉾
の
成
分
に
就
て
」
（
同
巷
第

　
山
ハ
號
）
に
”
此
の
逡
“
川
の
化
學
成
分
に
關
脚
す
る
即
興
細
な
漸
報
出
口
が
「
あ
ろ
。

（
7
）
　
こ
れ
ば
我
が
青
銅
器
の
成
分
た
黒
し
六
最
初
の
二
品
で
あ
っ
て
、

　
そ
の
事
に
「
本
邦
心
見
青
銅
器
の
化
學
成
分
に
就
て
」
書
題
す
る
理
學
士

　
佐
藤
傳
薩
…
氏
の
擁
壁
が
東
京
人
類
墨
二
曾
雑
誌
第
百
七
十
七
號
に
載
っ
て

　
み
ろ
。

（
8
）
　
近
露
博
士
「
取
取
よ
り
槻
六
ろ
東
洋
上
一
代
の
丈
化
」
（
本
誌
第
四
巻

　
第
ご
號
）
に
依
ろ
Q

漢
入
の
屋
地
開
墾
に
就
い
て

（
下
）

文
學
博
士

矢

野

仁

嘉
慶
七
年
価
謬
八
に
は
、
郭
爾
羅
斯
地
方
に
於
て
地
畝

　
　
第
九
巷
　
　
研
　
究
　
　
漢
人
の
蒙
勉
開
墾
に
就
い
て
（
下
）

を
開
墾
せ
る
流
民
の
数
は
七
千
舩
ロ
に
達
し
、
墾
地
は
堰

し
て
贋
さ
二
百
三
十
支
那
坐
、
縦
百
八
十
支
那
里
こ
な
つ

だ
。
礁
癬
鵬
難
論
捲
」
戴
柳
営
嬢
藤
滞
貨
軸
嚇
嘉
慶
＋
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
五
一
　
（
玉
四
九
）



　
　
　
第
九
巻
　
　
研
　
究
　
　
漢
人
の
蒙
亀
聞
盤
に
就
い
て
（
下
）

年
。
西
塔
八
に
は
、
部
長
叢
に
於
て
地
畝
を
腿
墾
し
て

居
る
流
民
＝
手
＋
芦
を
欝
し
．
齢
螺
繭
筆
画
遍

野
禽
蘇
縣
夢
戸
．
嘉
月
＋
葦
に
は
ま
た
黎
の
流
民

六
千
九
百
五
十
三
戸
を
盗
出
し
て
居
る
。
稚
画
報
鵬
締
黎

　
税
爾
泌
の
早
梅
郡
王
旗
麩
に
於
て
も
、
嘉
慶
撃
間
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
　
カ

於
て
三
台
子
．
側
節
康
家
屯
融
畢
界
内
の
菟
地
約
七
萬
七
千

　
　
　
　
　
　
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ

陶
を
開
放
し
た
こ
云
ふ
事
で
あ
る
。
髄
子
嚢
塑
謁
雛

簾
纏
盤
針
違
爾
漢
親
王
旗
糠
に
於
て
も
、
嘉
慶
時
代

よ
り
内
地
の
人
民
を
招
募
し
て
、
土
地
を
星
取
せ
し
む
る

こ
ご
に
な
っ
た
様
で
あ
る
。
道
光
二
年
七
月
の
上
諭
に
、

盛
京
將
軍
晋
昌
の
上
奏
を
引
き
、
達
爾
瀧
王
ご
賓
圖
王
の

二
施
晒
に
於
て
，
蒙
吉
人
は
地
租
を
貧
ば
り
、
陸
綾
流
民
を

軸
捻
し
て
荒
地
を
開
墾
せ
し
め
た
結
果
、
現
在
の
人
民
は

二
百
鼠
賊
に
蓬
し
、
既
塾
の
地
畝
は
二
千
除
駒
に
及
ん
で

居
る
こ
ざ
を
非
難
し
て
居
る
Q

　
科
爾
…
泌
の
博
多
勒
秘
露
親
王
旗
遊
鰹
に
於
て
は
、
嘉
慶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
　
カ

毛
年
中
に
、
昌
圖
常
突
難
克
の
聞
荒
の
土
地
を
墾
奪

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
五
二
　
（
覧
五
〇
）

し
め
し
こ
ご
が
、
嘉
慶
十
｝
年
七
月
の
上
諭
に
描
い
て
あ

る
士
“
林
特
軍
膏
野
饗
の
上
奏
に
見
え
て
居
る
。
嘉
慶
十
｝
年

に
現
在
の
入
民
は
＝
手
九
百
除
戸
に
な
っ
て
居
る
。
欺
欝

號
献
綴
灘
ぺ
舌
骨
支
那
皇
民
の
墾
地
の
爲
め
棊

毒
す
る
者
鞘
多
く
、
昌
圖
蔵
王
克
地
方
に
於
て
、
理
事
…
短

鋼
や
、
巡
槍
、
管
理
忌
事
等
の
官
を
設
く
る
に
至
っ
た
。

　
此
の
如
く
嘉
慶
時
代
に
は
内
地
入
江
の
東
三
省
画
外
に

出
か
け
る
者
は
非
常
に
多
く
な
つ
だ
の
で
あ
る
が
、
直

隷
、
山
西
の
邊
外
に
出
か
け
る
者
も
．
中
々
劣
ら
す
盛
ん

で
あ
っ
た
。
慕
慶
五
年
五
月
の
上
諭
に
糠
る
ご
、
数
瀧
旗

な
ざ
に
於
て
は
、
数
十
年
凍
人
民
聚
居
の
勢
ひ
は
盆
盛
ん

ご
な
り
、
人
驚
は
日
増
し
に
多
く
、
墾
種
の
面
積
は
月
毎

に
加
は
う
、
蒙
古
の
牧
畜
が
妨
げ
ら
る
、
形
勢
は
分
明
ご

な
り
、
途
に
内
地
入
民
騒
逐
の
こ
ご
が
、
問
題
に
な
る
に

至
っ
た
・
叢
分
か
る
。
糠
謹
離

　
嘉
慶
十
｝
年
七
月
王
覇
羅
斯
旗
の
墾
地
農
民
に
開
し
て

登
せ
ら
れ
し
上
諭
の
中
に
、
蒙
古
各
部
落
が
初
め
内
地
人



民
を
招
い
て
、
聞
荒
山
場
な
ご
の
荒
地
を
開
墾
せ
し
め
む

こ
ご
を
墾
請
し
て
居
る
に
拘
は
ら
す
、
さ
て
墾
種
が
段
々

久
し
く
な
b
、
官
戸
が
盆
多
く
な
る
ご
、
今
度
は
之
を
騙

逐
せ
む
こ
ご
を
墾
講
ず
る
ご
云
ふ
有
襟
で
、
さ
う
云
ふ
案

謄
ぼ
累
々
こ
し
て
多
い
、
凡
て
蒙
古
の
王
公
は
自
分
の
管

内
十
界
に
あ
る
荒
地
を
、
懇
奏
を
経
て
招
墾
し
セ
以
上

は
、
墾
種
が
久
し
く
な
っ
て
、
人
口
が
増
加
す
る
様
に
な

っ
て
も
、
蒙
古
の
牧
地
が
内
地
人
民
の
墾
種
に
依
っ
て
侵

蝕
さ
れ
た
こ
言
っ
て
、
紛
々
評
告
す
る
こ
ご
を
許
さ
な
い

ご
云
ふ
弱
な
こ
ご
を
喜
べ
て
め
る
。
蕪
謹
櫨
前
に
述

べ
た
嘉
慶
五
年
五
月
の
上
質
ご
合
せ
考
へ
て
、
常
時
東
三

省
邊
外
の
哲
里
木
盟
諸
旗
に
限
ら
す
、
直
隷
、
山
薗
な
ご

の
口
外
に
於
て
も
、
初
め
に
牧
地
に
關
係
の
な
e
所
謂
聞

荒
山
場
の
開
墾
に
名
を
籍
り
て
二
軸
を
懇
願
し
、
其
の
結

果
開
墾
地
が
出
來
上
り
、
人
民
の
数
が
殖
え
る
こ
ざ
に
な

る
ご
、
今
度
は
蒙
古
の
牧
地
に
妨
げ
あ
る
こ
ビ
を
理
由
ご

し
て
、
人
艮
の
驕
逐
を
懇
願
す
る
ご
云
ふ
…
榛
な
こ
ご
は
、

　
　
　
第
九
谷
　
　
研
　
究
　
　
漢
人
の
蒙
地
醐
墾
に
就
い
て
（
下
）

随
分
あ
っ
た
こ
ご
、
見
え
る
○
そ
れ
は
嘉
慶
帝
の
言
っ
て

居
る
檬
に
、
蒙
古
の
無
理
ご
云
ふ
も
の
で
あ
る
が
、
蒙
古

が
斯
の
如
き
無
理
を
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
様
に
な
っ
た

の
は
、
一
方
に
於
て
は
、
蒙
古
に
於
て
内
地
人
民
が
釜
多

く
な
り
、
牧
地
の
開
墾
が
盆
盛
ん
に
な
っ
た
謹
糠
で
あ

る
。
嘉
慶
十
五
年
の
戸
郡
の
議
奏
に
、
熟
河
蓮
北
一
帯
、

係
蒙
古
外
藩
握
翫
塵
所
、
宮
乾
隆
四
十
三
年
舗
設
州
縣

後
、
民
人
集
漸
多
、
山
廠
李
原
、
醜
行
開
墾
、
向
蒙
右
輪

当
言
っ
て
あ
・
。
麟
鵜
藷
攣
言
言
蟹
％
、
蹄

化
城
近
傍
に
於
て
も
、
當
時
農
民
の
堰
加
し
た
こ
ご
は
、

嘉
慶
十
五
年
十
月
の
上
諭
に
、
緩
着
城
食
堂
の
上
奏
を
引

き
、
蹄
化
城
沙
力
詠
榜
牧
場
、
爲
単
発
蒙
、
古
等
生
計
枚

閣
、
布
施
現
在
種
地
溝
入
、
爲
数
身
延
、
居
住
己
非
【

載
、
開
成
熟
地
郊
外
、
有
事
羅
馬
経
成
熟
、
費
摺
切
本
地

七
八
百
頃
ざ
言
っ
て
あ
る
に
て
も
知
る
こ
ご
が
出
家
る
。

仁
恩
容
臭
帝
聖

訓
、
巷
｝
〇
九

　
軸
欝
く
べ
き
こ
ご
は
内
輩
厭
古
ば
か
む
で
な
く
、
外
露
義
倉
喀

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
五
三
　
（
五
五
一
）



　
　
　
第
九
巻
　
　
研
　
究
　
　
漢
人
の
蒙
地
開
墾
に
就
い
て
（
下
）

爾
喀
に
於
て
も
、
細
く
嘉
慶
時
代
若
し
く
は
叢
慶
以
前
か

ら
、
内
地
入
民
が
侵
入
占
耕
す
る
に
至
っ
た
こ
ご
で
あ

る
。
嘉
慶
入
年
嘉
月
の
上
諭
に
曲
る
ご
、
そ
れ
よ
り
前
に

理
藩
院
が
東
証
圃
汗
部
落
の
札
薩
克
、
齋
巴
感
心
布
の
旗

内
に
耕
作
を
螢
ん
で
居
る
内
地
島
民
を
騙
尽
せ
む
こ
ご
を

奏
慌
し
た
こ
ご
が
見
え
て
居
る
。
諜
購
蕨
綴
翻
耀

滋
光
十
九
年
に
土
謝
岡
汗
部
の
心
象
地
方
に
於
て
耕
作
を

窪
ん
で
居
る
内
地
人
民
で
、
嘉
慶
八
年
の
許
可
謹
あ
る
も

の
に
限
り
、
耕
作
を
許
さ
れ
し
こ
ご
は
、
大
清
會
典
事
例

醗
に
見
え
て
居
る
。

八

　
此
の
如
く
直
隷
省
邊
外
や
、
山
西
省
邊
外
の
蒙
古
牧
地

に
比
較
す
る
ご
、
東
三
馬
偏
京
吉
林
の
邊
外
に
あ
る
蒙
古

地
方
の
開
墾
も
後
れ
て
居
る
が
、
設
楽
も
籐
程
後
れ
て
居

る
。

　
此
の
方
面
の
朋
墾
ば
、
吉
林
で
は
長
春
、
愛
東
で
は
昌

　
　
　
　
　
　
　
策
四
號
　
　
　
五
四
　
（
五
五
二
）

圖
が
中
3
5
こ
な
っ
て
居
る
。
満
洲
開
資
の
關
鍵
は
、
長
兼

の
李
野
に
於
け
る
支
那
人
の
移
住
か
ら
開
か
れ
、
其
の
橋

渡
し
を
爲
せ
る
も
の
は
、
郭
爾
羅
斯
の
蒙
古
王
で
あ
る
ご

言
っ
て
、
満
洲
が
遼
河
流
域
よ
り
漸
次
北
方
に
開
け
た
こ

云
ふ
説
を
反
駁
し
た
入
も
あ
っ
た
が
通
風
す
し
も
さ
う
ご

は
定
め
ら
れ
な
い
Q
た
こ
へ
科
爾
泌
の
汚
血
ぽ
、
郭
爾
羅

斯
蔦
後
れ
て
始
乱
つ
た
こ
し
て
も
、
そ
の
後
の
登
達
は
著

る
し
く
、
嘉
慶
以
後
溢
光
を
経
て
、
懸
緒
に
至
る
ま
で
の

東
三
省
に
於
け
る
蒙
地
の
開
黎
は
、
殆
ん
ざ
露
岩
沁
の
開

墾
ご
言
っ
て
も
よ
い
軽
で
、
此
の
黙
か
ら
言
ふ
ご
、
満
洲

の
蒙
地
は
遼
河
流
域
よ
う
、
漸
次
松
花
江
流
域
に
及
ん
だ

ご
考
へ
て
も
差
支
へ
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
兎
も
面
こ
し
て
、
蒙
古
交
渉
の
案
件
を
麗
理
す

る
爲
め
、
藩
命
羅
率
由
旗
の
既
墾
地
、
亜
麻
寛
城
子
に
於

て
長
春
臆
が
設
け
ら
れ
、
理
事
、
通
弱
、
巡
槍
等
が
澱
か

れ
た
の
は
嘉
慶
｝
輩
で
あ
る
。
科
爾
沁
左
翼
前
旗
亭
、
科

爾
沁
左
翼
中
啓
瀧
璽
等
の
翫
墾
地
に
於
け
る
旗
門
交
渉



の
案
件
は
、
乾
隆
四
十
九
年
以
來
鐵
嶺
縣
、
開
原
縣
に
於

て
管
理
す
る
に
至
り
し
こ
ご
は
前
に
述
べ
し
騰
り
で
あ

る
。
昌
圖
は
科
爾
泌
左
翼
激
騰
の
牧
地
に
在
る
地
方
で
、
嘉

慶
七
年
㎝
講
入
頃
か
ら
招
墾
が
始
ま
り
、
鼠
圖
額
勒
克
地

方
に
、
理
事
、
通
到
、
巡
槍
等
が
設
け
ら
れ
た
の
は
嘉
慶

主
年
㎝
華
八
で
あ
る
。
即
ち
砦
年
に
昌
圖
肇
出
來

た
繹
で
あ
る
。

束
華
録
嘉
攣
五
年
噸
磐
入
四
月
の
よ
曹
、
康
煕
年

間
よ
り
既
に
内
地
人
民
は
口
外
洛
邊
地
方
に
至
っ
て
耕
種

居
住
し
、
百
除
年
來
に
し
て
流
寓
漸
く
多
く
、
生
歯
猛
衆

く
、
雍
正
元
年
以
後
籔
次
に
官
員
を
添
賢
し
、
現
在
吉

林
、
、
盛
京
、
直
隷
、
山
西
以
外
、
砒
連
一
帯
の
一
挙
一
州

五
縣
＋
こ
臆
の
設
概
を
見
る
に
至
っ
た
。
承
徳
府
所
薦
の

各
州
縣
及
び
宣
化
府
口
外
の
三
廉
は
皆
薩
隷
総
督
の
統
轄

に
属
し
、
其
の
外
吉
林
将
軍
の
統
轄
に
黙
す
る
も
の
、
奉

天
府
弾
の
統
轄
に
諒
す
る
も
の
、
山
西
巡
槍
の
統
轄
に
幽

す
る
も
の
が
あ
る
ご
言
っ
て
あ
る
。
吉
林
、
盛
京
、
直
隷
、

　
　
畠
第
九
巷
　
　
研
　
究
　
　
漢
入
の
蒙
地
開
墾
に
就
い
て
（
下
）

山
西
以
外
の
一
撃
一
州
無
学
十
二
鷹
ご
は
、
薩
隷
邊
外
承

徳
府
及
び
其
の
所
艦
の
李
泉
州
、
豊
寧
縣
、
藻
李
縣
、
建

昌
縣
、
朝
陽
縣
、
赤
峰
縣
の
外
、
姻
家
ロ
、
多
倫
諾
爾
、

燭
石
口
置
所
苦
口
北
業
繋
、
山
西
邊
外
の
露
要
素
こ
臆
、

湖蜘

~
襟
脚
城
鷹
綱
知
薩
拉
齊
、
和
林
格
爾
、
清
水
河
、

托
克
托
の
四
通
轟
然
、
及
び
吉
林
理
外
の
長
春
騰
、
盛
京

邊
外
の
昌
圏
縢
…
を
指
す
も
の
で
あ
る
。

　
猶
ほ
此
の
時
の
上
諭
に
擦
る
ご
、
當
時
蒙
古
地
方
に
聚

集
し
て
居
る
支
那
内
地
の
人
民
は
，
、
総
計
十
萬
入
千
六
百

除
戸
に
達
し
て
居
る
。
此
の
外
屈
け
洩
れ
の
流
民
に
至
っ

て
は
、
其
の
数
幾
何
あ
り
し
か
想
像
す
る
こ
ビ
す
ら
も
出

來
な
い
。

九

蒙
古
の
牲
ロ
は
惟
だ
牧
畜
あ
る
に
頼
る
ご
云
ふ
こ
ご

は
、
康
煕
帝
も
既
に
注
意
さ
れ
、
無
地
を
開
墾
す
る
に

も
、
其
の
草
地
を
留
む
べ
き
こ
ご
を
戒
め
ら
れ
て
居
る
。

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
五
五
　
（
五
五
三
）



　
　
　
第
九
巻
　
　
研
　
究
　
　
漢
人
の
蒙
地
閣
墾
に
歳
い
て
（
下
）

こ
れ
は
蒙
古
の
生
計
に
關
す
る
大
問
題
で
、
康
煕
帝
　
戒

め
を
持
つ
ま
で
も
な
く
、
直
接
に
利
害
を
威
す
る
蒙
士
μ
人

の
方
は
、
却
っ
て
よ
く
知
っ
て
居
る
べ
き
筈
で
あ
る
。
だ

か
ら
此
の
如
く
西
入
が
喜
々
蒙
古
の
土
地
に
侵
入
し
て
、

蒙
古
の
牧
地
を
侵
蝕
す
る
ご
云
ふ
こ
ご
に
就
い
て
は
、
蒙

古
人
自
ら
反
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
然
る
に

蒙
古
人
ご
言
っ
て
も
、
蒙
古
の
人
民
は
反
醤
す
る
が
、
蒙

古
の
札
薩
克
、
王
公
等
は
反
謝
し
な
い
。
否
な
反
甥
し
な

い
ご
こ
ろ
で
な
い
。
蒙
古
の
牧
地
が
此
の
如
く
急
激
に
漢

人
の
栂
野
に
依
っ
て
耕
地
ご
遜
る
檬
に
な
つ
セ
の
は
、
却

っ
て
札
薩
克
、
王
公
等
の
招
墾
ざ
云
ふ
こ
ご
が
重
も
な
る

原
因
ご
な
っ
て
居
る
位
で
あ
る
Q

　
乾
風
十
四
年
九
月
の
上
諭
灘
盤
誰
鳩
上
竪
に
も
．
康
煕
年

間
に
喀
剛
泌
札
郷
里
等
の
地
方
で
民
人
を
招
馨
し
、
春
に

於
て
出
差
種
塾
せ
し
め
、
冬
に
於
て
遣
回
せ
し
め
た
こ
と

が
始
ま
り
で
、
蒙
古
は
溌
墨
ち
小
作
料
を
貧
ぼ
り
、
途
に

外
來
の
民
人
を
容
忍
し
、
今
で
は
其
の
薮
は
数
萬
に
増
し

　
　
　
　
　
　
　
盤
罪
㎎
一
號
　
　
　
　
五
山
ハ
　
（
五
五
四
）

た
、
さ
う
し
て
段
々
に
地
畝
を
賎
贋
で
出
典
す
る
の
で
、

游
牧
地
が
漸
く
亡
く
な
り
、
牧
畜
の
本
業
を
失
ふ
様
に
な

っ
た
ご
云
ふ
こ
ご
が
述
べ
て
あ
る
○
喀
剛
沁
三
旗
が
既
に

康
熈
亡
師
よ
り
内
地
人
民
を
招
い
で
蒙
古
の
地
畝
を
開
墾

せ
し
め
む
こ
ご
を
奏
請
し
、
其
の
結
果
戸
部
よ
り
入
百
枚

の
印
票
を
登
給
す
る
に
至
り
し
こ
」
ご
は
前
述
の
如
く
で
あ

る
。

遣
鼻
元
年
貢
の
上
論
糠
叢
櫨
に
、
熟
河
都
統
松

箔
の
敷
漢
旗
地
調
理
に
呈
す
る
上
奏
を
載
せ
て
あ
る
が
、

そ
れ
に
は
望
楼
の
旗
地
に
於
て
、
人
民
を
招
い
で
開
墾
せ

る
地
は
、
数
漢
王
の
呈
明
に
糠
る
ご
、
凡
て
台
吉
等
が
其

の
慣
を
取
っ
て
私
に
契
約
書
を
書
い
た
も
の
で
、
決
し
て

民
人
の
強
占
し
陀
も
の
で
は
な
い
ド
｝
言
っ
て
あ
る
。

　
蒙
古
人
の
反
坐
す
る
漢
人
の
招
墾
を
、
蒙
古
王
公
が
喜

ぶ
ビ
云
ガ
の
は
、
抑
も
ざ
う
云
ふ
理
由
で
あ
る
か
。
乾
隆

十
三
年
の
理
解
院
の
難
壁
に
、
蒙
古
の
台
吉
、
官
員
、
剛

嚥
は
皆
股
實
ご
雷
は
れ
て
居
る
に
反
し
、
其
の
部
下
の
兵



丁
に
は
貧
乏
な
も
の
が
多
い
、
然
る
に
並
置
な
此
等
の
台

吉
、
官
員
、
高
言
は
自
分
の
カ
を
侍
み
、
漢
人
を
煙
い

で
、
旗
下
の
公
地
を
開
墾
せ
し
む
る
ご
云
ふ
こ
ご
は
、
殆

ん
ざ
毎
時
の
例
で
、
中
に
一
人
で
数
十
頃
、
甚
し
き
は
数

百
頃
の
公
地
を
占
領
し
て
、
租
息
を
取
る
も
の
が
あ
る
ビ

言
っ
て
あ
る
。

　
｝
髄
蒙
古
の
望
地
ε
云
ふ
も
の
は
、
決
し
て
札
記
克
の

私
有
で
は
な
い
Q
二
言
克
は
旗
内
の
土
地
を
自
由
に
彪
分

す
る
椹
利
が
な
い
。
札
薩
克
は
旗
長
こ
し
て
、
門
内
の
一

切
の
政
務
を
掌
る
こ
ご
に
な
っ
て
居
る
。
軍
事
上
に
於
て

一
旗
の
兵
を
統
託
し
、
司
法
上
に
於
て
初
審
息
出
纏
を
委

任
さ
れ
て
居
る
が
、
清
朝
は
札
薩
克
一
等
台
吉
、
藤
布
嚢

に
甥
し
て
は
、
札
薩
克
こ
し
て
、
通
常
の
一
等
台
吉
、
塔

布
嚢
に
輿
へ
ざ
る
特
別
の
待
遇
を
與
へ
て
居
る
け
れ
ざ

も
、
孤
高
公
以
上
の
有
欝
者
で
、
札
薩
克
た
る
者
に
麹
し

て
は
、
札
薩
克
た
る
が
故
に
特
別
の
待
遇
を
輿
へ
る
ご
云

ふ
こ
ご
は
な
い
。

　
　
　
第
九
巷
　
　
研
　
究
　
　
漢
人
の
蒙
地
開
墾
に
就
い
て
（
下
）

大
鷹
書
典
に
札
薩
克
は
年
班
に
直
た
ら
ざ
る
年
で
も
、

学
理
ム
呈
ヨ
人
を
し
て
來
賊
せ
し
む
る
こ
ご
を
規
定
し
て

居
る
が
、
そ
れ
は
禮
遇
ご
云
ふ
よ
り
も
、
寧
ろ
義
務
で
あ

る
。
清
朝
の
待
遇
は
唯
だ
本
人
の
爵
を
見
る
の
み
で
、
其

の
札
薩
克
た
る
ご
、
札
薩
克
た
ら
ざ
る
ご
を
問
は
な
い
。

札
薩
克
は
旗
内
の
各
王
公
、
台
吉
ε
同
様
に
．
薦
下
人
を

私
有
し
て
居
る
か
ら
，
之
に
寄
し
て
羊
ご
か
米
こ
か
の
穣

賦
を
徴
課
す
る
こ
ご
が
出
替
る
。
ま
π
進
貢
、
會
盟
、
移

螢
、
嫁
要
言
の
場
合
に
、
馬
、
牛
車
、
鰯
子
、
妨
子
酒
、

藍
の
様
な
臨
時
税
を
取
る
こ
ご
が
出
來
る
が
、
こ
れ
は
一

王
公
台
吉
こ
し
て
取
る
こ
ε
が
出
島
る
の
で
あ
っ
て
、
札

薩
克
こ
し
て
取
る
の
で
は
な
い
Q
だ
か
ら
札
薩
克
の
旗
内

各
王
公
．
台
吉
の
属
下
人
か
ら
篠
賦
を
取
る
こ
ご
の
出
來

な
い
こ
ご
は
、
丁
度
各
王
公
、
森
吉
の
他
の
王
公
、
台
吉

の
属
下
人
か
ら
径
賦
を
取
る
こ
ざ
の
画
影
な
い
の
こ
同
様

で
あ
る
。

　
札
薩
克
は
旗
の
官
地
を
管
理
し
て
居
る
。
然
し
こ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
五
七
　
（
五
五
五
）



　
　
　
第
4
九
巻
　
　
研
　
究
　
　
漢
人
の
蒙
塊
開
墾
に
就
い
て
（
下
）

瞥
理
で
あ
っ
て
、
必
ず
之
を
官
地
ε
し
て
保
存
し
、
襲
爵

の
札
零
露
に
引
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
札
薩
克
は
官
地

を
管
理
し
て
居
る
外
．
私
有
地
を
持
っ
て
居
る
。
然
し
三

内
の
各
王
公
、
台
吉
も
亦
私
有
地
を
持
っ
て
居
る
。
東
三

罷
業
甦
躁
無
異
に
、
光
軍
士
年
卓
哩
克
圖
親

王
が
札
翠
玉
達
爾
溝
親
王
の
幼
少
で
あ
っ
た
問
，
札
薩
克

の
印
務
署
理
を
劃
せ
ら
れ
た
の
を
幸
ご
し
、
悪
筆
克
の
地

界
椹
力
を
利
用
し
、
一
散
嘗
時
の
借
余
を
償
は
む
ご
し

て
、
飛
恰
、
新
旬
家
庭
問
の
荒
地
を
、
其
の
聞
散
多
羅
二

王
灘
議
案
地
で
、
開
放
す
・
纏
利
が
無
い
こ
ご
を
知

り
な
が
ら
、
開
放
し
た
こ
ご
を
記
し
て
居
る
。
餐
王
公
が

皆
其
の
采
地
郎
ち
私
有
地
を
持
っ
て
居
る
も
の
で
あ
る
こ

ご
は
分
か
る
。
札
薩
克
は
一
王
公
、
台
吉
こ
し
て
私
有
地

を
持
っ
て
居
る
の
で
、
札
薩
克
ご
し
て
持
っ
て
居
る
の
で

な
い
ビ
言
っ
て
も
よ
い
。

　
だ
か
ら
旗
に
は
札
愚
説
の
私
有
地
の
外
に
、
各
王
公
、

遷
宮
の
私
有
地
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
札
薩
克
の
自
由
に
慮

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
　
五
八
　
　
（
五
五
山
ハ
）

分
す
る
こ
ご
の
出
庫
な
い
も
の
で
あ
る
。
卑
湿
光
の
光
緒

三
十
一
年
の
筋
々
奏
議
に
、
蒙
古
各
引
分
建
之
初
．
純
爲

封
建
制
度
、
札
薩
克
如
古
諸
侯
、
其
昏
貴
族
如
古
大
夫
、

各
導
爆
中
、
有
官
地
、
有
私
産
、
官
地
及
其
本
部
箭
丁
、

永
爲
世
襲
札
薩
克
所
管
理
、
如
古
・
諸
侯
之
公
家
、
然
私
産

及
私
奴
才
、
期
各
自
瞥
理
、
有
札
薩
克
之
私
産
嗣
加
紛
弥
襲

及
私
奴
才
、
有
事
貴
族
之
私
産
及
私
塾
才
、
無
札
薩
克
所

管
之
官
地
及
慮
有
之
私
産
外
、
皆
非
札
判
事
所
統
治
、
如

古
大
夫
之
私
家
ご
言
っ
て
あ
る
9

　
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
旗
に
は
公
地
ご
云
ふ
も
の
が
あ

る
。
こ
れ
は
軋
薩
克
の
私
有
地
で
も
な
け
れ
ば
、
各
王
公

台
吉
の
私
有
地
で
も
な
い
。
　
一
旗
の
公
共
牧
地
ご
言
ふ
べ

き
も
の
で
あ
る
。
前
に
述
べ
し
乾
隆
十
三
年
の
議
准
に
、

蒙
古
の
股
實
な
る
三
吉
、
官
員
、
痢
獅
が
其
の
カ
を
侍
ん

で
内
地
の
入
民
に
旗
下
の
公
地
を
開
墾
せ
し
む
る
こ
ご
を

非
難
し
て
あ
る
に
て
も
知
る
こ
ご
が
出
來
る
。
銚
錫
光
の

光
緒
三
十
二
年
の
纒
書
字
四
盟
條
議
に
、
蒙
古
土
地
有
札

’



薩
寛
管
領
之
官
地
。
雛
幽
翠
鹸
艘
有
札
薩
鋼
管
業
界
私
地
。

劔騰

�r

L
本
旗
共
有
之
公
地
云
云
ε
言
っ
て
あ
る
Q
札
薩

克
管
理
の
官
地
と
は
、
札
薩
克
が
専
務
を
辮
塗
す
る
爲
め

の
公
費
の
歯
っ
て
出
つ
る
所
で
あ
ら
う
。
旗
に
札
薩
克
瞥

理
の
官
地
、
札
薩
克
、
王
公
、
台
盤
の
私
有
地
が
あ
る
外

に
、
旗
の
公
地
が
あ
る
ご
云
ふ
こ
ご
は
、
こ
れ
は
如
何
に

説
明
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
か
。

　
旗
ば
蒙
古
の
政
治
組
織
の
軍
位
で
あ
る
。
叉
同
時
に
蒙
，

右
の
血
族
關
係
を
表
示
す
る
も
の
で
、
部
が
大
き
な
血
族

關
係
を
表
示
す
る
に
嘱
し
て
、
こ
れ
は
小
さ
な
血
族
開
係
。

を
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
〇
一
旗
の
机
薩
克
、
王
公
、
台

風
の
私
有
地
定
云
ふ
も
の
は
、
恐
ら
く
彼
等
の
共
同
の
租

先
が
、
未
だ
清
朝
に
露
附
し
な
い
前
か
ら
持
っ
て
居
た
私

有
地
を
分
有
し
た
も
の
で
あ
ら
う
が
、
此
の
私
有
地
の
外

に
、
旗
の
公
地
ご
云
ふ
も
の
が
あ
る
こ
す
れ
ば
、
そ
れ
は

旗
の
共
同
の
蔵
先
の
厨
下
人
等
が
、
其
の
主
潜
た
る
旗
の

土
ハ
同
の
親
先
の
私
有
地
以
外
に
於
て
遊
牧
し
て
居
た
廣
い

　
　
　
第
九
巷
　
　
研
　
究
　
　
漢
人
の
蒙
亀
囲
墾
に
就
い
て
（
下
）

土
地
を
、
清
朝
が
天
聰
入
年
譜
旗
旗
の
境
界
を
定
め
た

時
、
旗
の
薦
下
人
の
游
牧
地
で
あ
る
謹
聴
上
、
酒
煮
に
編

入
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
或
は
旗
内
の
各
王
公
の
共
同
の

租
先
の
薦
下
人
等
は
、
此
の
各
王
公
共
同
の
租
先
の
私
有

地
内
に
遊
牧
し
て
居
た
も
の
で
、
清
朝
が
旗
界
を
定
む
る

時
に
纏
り
、
其
の
私
有
地
以
外
に
於
て
、
新
に
旗
の
公
地

な
る
も
の
を
興
へ
た
も
の
で
あ
る
か
、
何
れ
か
で
な
け
れ

ば
な
ら
澱
。
私
は
天
聰
八
年
の
旗
界
劃
定
を
、
以
て
清
朝

以
前
に
於
て
全
く
な
か
っ
た
所
の
境
界
を
、
新
に
分
か
ち

定
め
た
も
の
ご
考
へ
る
よ
う
は
、
清
朝
…
…
以
前
に
於
て
、
既

に
雲
際
に
障
壁
て
居
た
大
膿
の
境
界
を
、
　
一
暦
明
確
に
定

め
た
も
の
こ
考
へ
る
を
適
當
こ
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

に
選
考
十
三
年
の
理
藩
院
の
議
准
に
、
蒙
古
台
吉
官
員
等

が
内
地
の
人
民
を
招
い
で
旗
下
の
公
地
を
野
遊
せ
し
む
る

結
果
厨
下
の
兵
丁
等
は
愈
困
窮
す
る
標
に
な
っ
た
こ
言
っ

て
あ
る
こ
ご
を
考
へ
る
ご
、
ざ
う
も
前
説
に
堕
せ
ざ
る
を

得
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
第
四
競
　
　
　
五
九
　
（
玉
五
七
）

］．



　
　
　
第
九
巻
　
　
研
　
究
　
　
漢
人
の
蒙
地
開
墾
に
就
い
て
（
下
）

　
猶
ほ
蒙
古
の
三
面
に
溢
し
て
疑
問
ご
す
べ
き
は
，
札
薩

克
、
王
公
、
台
吉
に
非
る
｝
般
蒙
古
入
民
が
、
私
有
地
を

待
っ
て
居
る
か
ご
う
か
ご
云
ふ
問
題
で
あ
る
Q
前
述
の
娩

錫
光
の
素
望
三
十
二
年
の
経
需
東
四
盟
非
議
に
、
蒙
古
の

土
地
に
臨
写
克
管
領
の
官
地
．
其
の
管
業
の
私
地
、
本
旗

共
有
の
公
地
あ
る
ご
を
述
べ
た
る
後
、
有
蒙
員
領
差
等
官

地
鶴
獅
鰍
曝
謡
言
愁
訴
蒙
丁
領
受
之
牧
地
ご
述
べ
て
あ
る
。

蒙
員
領
受
の
官
地
ご
は
、
協
理
台
吉
、
管
理
章
京
、
副
章

京
以
下
の
蒙
旗
官
員
が
、
官
員
た
る
間
感
受
す
る
官
地
こ

の
意
味
で
、
郎
ち
官
鉄
に
随
っ
て
薯
移
す
る
諜
で
あ
る
が
、
甲

そ
れ
に
し
て
は
、
別
に
世
襲
の
産
業
こ
し
て
管
領
す
る
管

地
が
あ
る
ご
は
、
ご
う
云
ふ
意
味
で
あ
る
か
、
．
さ
う
云
ふ

も
の
は
私
地
で
な
け
れ
ば
な
ら
諏
鰐
で
あ
る
の
に
、
官
地

ご
は
ざ
う
し
た
こ
ご
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
兎
も
角
こ
し

て
蒙
丁
領
受
の
牧
地
が
あ
る
こ
ご
を
言
っ
て
居
る
の
は
、

蒙
古
野
望
の
私
地
あ
る
こ
ご
を
認
め
た
も
の
に
外
な
ら
な

い
襟
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
　
　
山
崩
（
∪
（
五
五
入
）

　
猶
ほ
一
般
蒙
古
人
の
私
地
を
持
っ
て
居
た
謹
糠
ご
考
へ

ら
れ
る
こ
ご
は
、
素
縫
十
三
年
の
理
藩
院
の
議
准
に
、
旗

下
の
公
地
を
墾
姦
し
、
窮
入
の
地
畝
を
強
呈
す
る
も
の

は
、
重
罪
に
讃
す
べ
き
こ
ご
を
定
め
て
あ
る
こ
ご
で
あ

る
。
此
の
窮
入
の
地
階
ご
云
ふ
も
の
は
．
抑
も
何
を
意
昧

す
る
か
。
順
治
七
年
に
蒙
古
毎
十
五
了
に
廣
さ
一
支
那

里
。
縫
二
十
支
那
里
の
地
を
給
し
た
ご
云
ふ
こ
ご
は
、
大

男
會
典
鋤
簾
喚
額
塑
鰍
攣
、
に
嬰
が
あ
る
。
順
治
初

年
蒙
古
王
公
、
台
長
の
賦
税
を
定
め
、
二
匹
の
羊
所
有
藩

は
、
毎
年
米
六
鍋
．
一
匹
の
羊
所
有
者
は
米
一
鍋
を
納
む

る
ご
云
ふ
鋼
度
が
定
め
ら
れ
し
こ
ご
は
、
ま
た
大
溝
會
典

下
墨
膝
囎
顧
事
に
見
え
て
居
る
。
貧
窮
な
蒙
古
人
の
賦

税
こ
し
て
納
む
る
米
は
、
漢
人
こ
の
貿
易
に
依
っ
て
得
た

も
の
で
あ
ら
う
か
、
或
は
私
有
地
を
持
っ
て
居
て
、
そ

れ
か
ら
牧
獲
し
た
も
の
で
あ
ら
う
か
Q
道
光
帝
の
筆
管
二

年
七
月
の
上
諭
糠
談
櫨
に
、
蓬
爾
瀧
王
、
賓
壷
網
二

旗
界
内
、
因
土
著
蒙
古
貧
職
租
糧
、
陸
紬
私
宅
流
民
、
ド
給



曲飛

J
｛
墾
…
、
　
現
石
在
門
民
己
有
二
百
餓
跡
一
戸
一
五
々
ご
あ
り
、
　
又
融
魁
光

四
年
三
月
の
上
諭
藷
蜷
に
、
教
享
宴
、
辮
牛
欝
子
等
三

慮
地
献
。
免
其
臆
意
、
燗
灘
論
夢
心
添
景
民
人
成
得
安
居
、

而
該
旗
窮
苦
蒙
古
、
籍
富
盛
租
糊
口
、
卵
膜
係
格
外
施
恩

こ
な
り
、
戸
立
の
蒙
古
、
或
は
窮
苦
の
蒙
古
が
小
作
料

（
租
）
を
貧
ぼ
っ
て
、
私
に
流
民
を
招
ぎ
、
荒
地
を
給
し
て

開
墾
せ
し
め
し
こ
ざ
を
謹
明
す
る
も
の
に
主
な
ら
澱
。
又

清
朝
が
蒙
地
保
護
の
政
策
を
執
り
、
民
人
郎
ち
支
那
人
の

典
地
を
蒙
古
に
露
還
せ
し
め
む
ご
し
た
時
、
典
儂
は
蒙
古

よ
り
民
人
に
弊
署
し
な
け
れ
ば
な
ら
澱
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
貧
窮
の
蒙
古
人
の
力
及
ば
ざ
る
所
で
あ
る
ご
言
っ

て
、
年
限
を
定
め
て
民
人
の
耕
種
を
許
し
、
無
償
に
返
還

せ
し
む
る
こ
ご
こ
し
た
襟
な
こ
ご
も
、
貧
窮
な
蒙
塵
入
が

民
人
に
聴
し
て
地
畝
を
轟
秘
し
た
る
こ
ご
を
豫
定
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
蒙
古
入
の
私
有
地
な
る
も
の
を
認
む
る
も

の
ご
考
へ
ら
れ
る
。

　
旗
の
公
地
の
外
に
、
　
一
般
蒙
古
人
民
の
私
有
地
ご
云
ふ

　
　
　
第
九
谷
　
　
研
　
究
　
　
漢
人
の
蒙
地
開
墾
に
就
い
て
（
下
）

も
の
が
あ
る
ざ
う
か
ご
云
ふ
こ
ご
は
問
題
ご
し
て
、
又
蒙

古
人
民
が
さ
う
云
ふ
私
有
地
を
支
那
人
．
に
出
典
し
て
開
墾

せ
し
め
し
事
實
も
あ
っ
た
襟
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
親
分
の

小
さ
な
私
有
地
畝
を
、
自
分
で
出
血
ハ
す
る
課
で
、
さ
う
澤

山
に
あ
る
例
で
な
く
、
格
別
な
問
題
で
な
い
こ
し
て
も
、

旗
の
公
地
ざ
云
ふ
も
の
、
あ
る
こ
ご
は
確
か
で
、
こ
れ
は

札
薩
克
、
王
公
等
の
私
に
慮
窮
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

然
る
に
札
薩
克
或
は
王
公
等
は
、
其
の
樺
力
を
濫
用
し

て
、
之
を
強
皇
民
墾
し
、
貸
下
料
や
小
作
料
を
貧
ぼ
る
Q

だ
か
ら
内
地
入
民
に
動
地
の
開
墾
を
許
す
ご
云
ふ
こ
ご

は
、
札
夢
心
や
王
公
台
密
の
望
む
所
で
あ
る
が
、
旗
下
の

殖
民
は
之
が
爲
め
に
盆
貧
窮
に
陥
…
る
こ
ご
に
な
り
、
結
局

軋
草
叢
、
王
公
、
身
丈
も
其
の
弊
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

濾
こ
ご
に
な
る
か
ら
、
清
朝
が
蒙
古
の
生
計
た
る
牧
畜
に

妨
げ
あ
る
を
理
由
こ
し
て
、
之
を
禁
じ
た
こ
云
ふ
こ
ご
は

尤
も
千
萬
な
次
第
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
露
西
亜
人
は
清
朝
が
蒙
古
王
公
に
聾
し
て
其
の
領
土
不

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
　
六
一
　
（
五
五
九
）



　
　
　
第
九
巷
　
　
研
　
究
　
　
漢
人
の
蒙
勉
開
墾
に
就
い
て
（
下
）

可
侵
椹
を
約
束
し
た
も
の
き
榛
に
言
っ
て
居
る
け
れ
こ

も
、
事
實
は
却
っ
て
之
に
反
す
る
の
で
あ
る
。
若
し
札
薩

克
、
王
公
等
の
爲
す
に
任
せ
て
、
清
朝
が
蒙
地
の
招
墾
を

禁
じ
な
か
つ
淀
な
ら
ば
、
近
年
溝
朝
の
殖
民
實
邊
政
策
の

實
行
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
蒙
古
の
土
地
は
早
く
漢
入
の

耕
地
ご
墾
っ
て
仕
舞
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。

第
四
號

川劇

j
　
　
（
五
六
〇
）


